
　毒物劇物を取扱う皆様へ

彩の国　　埼玉県

埼玉県のマスコット「コバトン」

安全管理ガイド安全管理ガイド
毒物 劇物

― 安心・安全な生活を守るために守ってほしいこと ―



化 

学 

物 

質

医薬品、医薬部外品

医薬用外
化学物質 劇　物

その他

塗料・染料

工業薬品

農　薬

試　薬

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）

毒物及び劇物取締法毒物及び劇物取締法
毒　物

はじめに
　私たちの身の回りには、さまざまな化学物質があります。
　これらはその特徴を生かして、有用に活用されています。
　しかし、「毒物及び劇物取締法」で規制を受けている毒物劇物は、取扱いを誤ったり、
吸飲や接触によって、中毒になるなどの危険性をあわせもっています。
　毒物劇物を取扱う際には、細心の注意を払い、盗難や漏えいなどの事件・事故を
起こさないよう、厳重な管理が必要です。

実際にあった事件・事故

どうしたら事件・事故をなくすことができるでしょう？
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盗難・紛失防止のための保管管理５か条

　毒物劇物は容器や包装に法律に定められた表示がなされています。

★毒物劇物基礎講座その１★

毒物劇物の表示例
医薬用外劇物

・「医薬用外」の文字
・毒物は赤地に白色で「 毒物 」
・劇物は白地に赤色で「 劇物 」

水酸化ナトリウム

水酸化ナトリウム　３５％
製造者：株式会社コバトン化成工業
　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂3－15－1
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漏えい・流出防止のためにやるべきこと
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それでも事故が起きてしまったら…

��&'���
E(FG4��/�H+9D�!"�#
I�J�FGKLMNO�PQRS�TURV�WXYZ	
%[�!9\]!9D
^�4_�FG��4#

��()*+�,-���
`a�bcd	e�>f!9g�hi�	jk!���lm
�g�n0o9pqro��!9��s�`t�gu�Nvw
x	yz{�|��!"�#
r0��}~�����������>f	��4�����
����(�����8���	Uk��4#



「毒物劇物危害防止規定」を策定すべし

一、毒劇物の貯蔵又は取
扱い作業を行う者、そ
の設備等の点検を行う
者、事故時における関
係機関への通報及び応
急措置を行う者の職務
及び組織に関すること

六、毒劇物の貯蔵及び取
扱いの作業を行う者及
びその設備の保守を行
う者、事故時の応急措
置を行う者の教育及び
訓練に関すること

二、毒劇物の貯
蔵又は取扱い
に係る作業の
方法に関する
こと 

七、その他、保
健衛生上の危
害を防止する
ために遵守し
なければなら
ないこと

三、毒劇物の貯蔵及び取扱い
に係る設備等の点検の方法
に関する
こと

四、毒劇物の貯蔵及び取扱い
に係る設備等の整備又は補
修に関すること

五、事故時における関係機関
への通報及び応急措置活動
に関す
ること

　毒物劇物は範囲が広く、事業所によって取り扱っている毒物劇物の種類、取扱いの
様子も多様であることから、危害防止の措置を一律に定めることができません。

各事業所の実情に応じた「危害防止規定」を作るべし
一、事業所において取り扱う毒物劇物の種類・量、取扱方法等に応じて、具体的で詳細な内容とすべし
二、規定だけで記載しきれない事項は、さらに細かい規則を作るべし
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毒 物

Ａ．硫酸（バッテリー液）、水酸化ナトリウム（洗
浄剤）など様々な用途を持つものが指定され
ています。

Ａ．１８歳未満の人など購入
できない人がいます。
　　また、購入者の氏名及び
住所を確認してからでない
と、交付できないものもあ
ります。
　　販売店から、身分証明書
の提示を求められた場合
は、御協力をお願いします。

Ａ．購入者（譲受人）は、次の事項を記載し、捺印し
た書類を販売店に対して提出しなければいけません。

　　毒物又は劇物の名称及び
　　数量
　　販売又は授与の年月日
　　購入者（譲受人）の氏名、
　　職業と住所

Ａ．毒薬と劇薬は医薬品医療機器等法
に定める「医薬品」です。
　　医薬品医療機器等法に定める「医
薬品」、「医薬部外品」は毒物劇物に
は含まれません。

Ａ．毒物劇物の保管場所には、
　　　　「医薬用外」の文字
　　　　毒物の場合は「毒物」の文字
　　　　劇物の場合は「劇物」の文字
　　が必要です。
　　表示を行うことで、周囲の人
に毒物劇物があることを知らせ、
事故発生時には速やかに毒物劇
物を持ち出してさらなる危害を
防止したり、処置の際に毒物劇
物を念頭に置いた対応ができま
す。

Ｑ．毒物劇物には、
　　どんなものがあるのかな？

Ｑ．毒物劇物って、誰でも買えるのかしら？

Ｑ．塩酸を買いに行ったら、
　　書類が必要と言われたんだけど

Ｑ．毒物劇物と毒薬劇薬って
　　名前が似ているなぁ

Ｑ．毒物劇物の保管場所
　　にも表示が必要かな？



劇 物
Ｑ＆Ａ

【毒物及び劇物取締法第２条】
１　この法律で「毒物」とは、別表
第一に掲げる物であって、医薬品
及び医薬部外品以外のものをいう。
２　この法律で「劇物」とは、別表
第二に掲げる物であって、医薬品
及び医薬部外品以外のものをいう。

Ａ．農薬は農薬取締法に定められた用途を持ち、
農林水産大臣の登録を取得した薬品です。
　　農薬であっても、毒物劇物に指定されていな
いものもあります。

Ａ．毒物劇物販売業の
登録がなければ、販
売することはできま
せん。
　　また、販売のため
に陳列、運搬するこ
ともできません。

Ａ．毒物劇物を廃棄するときには、「毒物劇物でないもの」
にしてから廃棄をしなければいけません。
　　また、さまざまな法令の基準に適合するようにしなけ
ればいけません。
　　専門の廃棄物処理業者へ廃棄を依頼することもできま
すので、適切に処理してください。

Ｑ．毒物劇物って農薬のことでしょ？

【医薬用外の化学物質】

毒物 劇物
農薬

Ｑ．使わなくなった毒物劇物を
　　隣の工場に売りたいんだけど

Ｑ．バッテリー液の瓶に少し残った液体。
　　そのまま捨てていいかな



★毒物劇物基礎講座その２★

毒物劇物の小分け容器として、
ペットボトル、びんなど飲食物の容器は絶対に使わないでください
　ペットボトルはふたが閉まり、丈夫で汎用性のあるとても便利な容器です。
　主にお茶などの飲料、漬物の素、食用油など食品の容器として使用されています。
　便利だからといって、毒物劇物に該当する薬品を小分けし、使用している人はいま
せんか？

　でも、ちょっと待って！！
　飲食物の容器として使われるペットボトル、びんなどに毒物劇物を入れていて、
　「お茶と間違えて飲んでしまった」、「流しに捨てたら、異臭がした」など、
　環境だけでなく皆さんの健康を脅かす悲しい事故が発生しています。

ダメ。
ゼッタイ。
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